
（ ）（ ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 昭和23年法律第122号 抄

昭和23年７月10日 公布

昭和23年９月１日 施行

（接客従業者に対する拘束的行為の規制）

接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為を第18条の２

してはならない。

一 営業所で客に接する業務に従事する者（以下「接客従業者」という ）に対し、接。

客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、

（ （ ）その支払能力に照らし不相当に高額の債務 利息制限法 昭和二十九年法律第百号

。 。）その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む 以下同じ

を負担させること。

二 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等（出

入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、道路交通法 （昭和三十五年法律第

百五号）第九十二条第一項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通

常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ ）を保管し、又は第。

三者に保管させること。

（略）


